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問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 

 吉澤 ちさと (TEL：03－6271－1111) 

  

  

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ 

 （会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

及び会社法第 178 条の規定による自己株式の消却） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式を取得すること、また、会社法第 178 条の規定に

基づき自己株式の消却を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

  

記 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は、2024 年 4 月に発表した中期経営計画「VISION2030」において、バイオ CDMO や半導体材料を

中心とした成長領域への積極投資とともに、財務規律とのバランスをとりながら、資本効率の向上及

び株主還元の拡充に取り組んでまいります。今回、成長投資に必要なキャッシュを十分に確保できる

見通しであることに加え、中長期的な業績見通しに照らした現在の株価水準等を総合的に勘案し、自

己株式の取得を実施することとしました。 

また、今回取得する自己株式は、全株式を消却いたします。 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１） 取 得 対 象 株 式 の 種 類 当社普通株式 

（２） 取 得 し 得 る 株 式 の 総 数 
1,300 万株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：1.1%） 

（３） 株 式 の 取 得 価 格 の 総 額 300 億円（上限） 

（４） 取 得 期 間 2026 年４月１日～2026 年５月 29 日 

 

 

３．消却に係る事項の内容 

（１） 消 却 す る 株 式 の 種 類 当社普通株式 

（２） 消 却 し 得 る 株 式 の 総 数 上記２．により取得する自己株式の全数 

（３） 消  却  予  定  日 2026 年６月 30 日 

※消却する株式の数は、上記２による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。 

 

 



 

（ご参考）2026 年２月 28 日時点の自己株式の保有状況  

発行済株式総数（自己株式を除く） 1,205,320,758 株 

自己株式数 38,556,426 株 

 

以 上 


